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(57)【要約】
【課題】　コイルを効率良く冷却できるモーターステー
ターを提供する。
【解決手段】　モーターステーター１は、モーターの回
転軸方向に延びる円筒状のステーターコア１０であって
、その内周面に前記回転軸方向に沿って延設され、コイ
ル３０が挿入される溝状のスロットＳＬを有するステー
ターコア１０と、スロットＳＬの側面部ＳＳ１，ＳＳ２
及び底面部ＳＢに沿って延設されて、コイル３０とスロ
ットＳＬの内周面との間を電気的に絶縁するスロット紙
２１と、を備える。スロット紙２１は、重ね合わせ部Ｓ
Ｐを有し、重ね合わせ部ＳＰに、ワニスが通過可能な１
つ又は複数のスリットが設けられ、１つ又は複数のスリ
ットが設けられた領域が、前記モーターの回転軸方向に
延設されている。前記スリットの少なくとも一部分が、
スロットＳＬの溝深さ方向における中央部よりも底面部
ＳＢ側に位置している。
【選択図】　図８
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　モーターの回転軸方向に延びる円筒状のステーターコアであって、その内周面に前記回
転軸方向に沿って延設され、コイルが挿入される溝状のスロットを有するステーターコア
と、
　前記スロットの側面及び底面に沿って延設されて、前記コイルと前記スロットの内周面
との間を電気的に絶縁するスロット紙と、
　を備えたモーターステーターであって、
　前記スロット紙は、重ね合わせ部を有し、
　前記重ね合わせ部に、ワニスが通過可能な１つ又は複数のスリットが設けられ、
　前記１つ又は複数のスリットが設けられた領域が、前記モーターの回転軸方向に延設さ
れており、
　前記スリットの少なくとも一部分が、前記スロットの溝深さ方向における中央部よりも
前記底面側に位置している、モーターステーター。
【請求項２】
　請求項１に記載のモーターステーターにおいて、
　前記スロット紙は、第１スロット紙及び第２スロット紙からなり、
　前記重ね合わせ部は、前記第１スロット紙の端部と前記第２スロット紙の端部を重ね合
わせた部分に相当し、
　前記スリットは、前記第１スロット紙の端部と前記第２スロット紙の端部との隙間に相
当する、モーターステーター。
【請求項３】
　請求項１に記載のモーターステーターにおいて、
　前記重ね合わせ部は、前記スロット紙の中間部を折りたたんで形成される、モータース
テーター。
【請求項４】
　請求項２に記載のモーターステーターにおいて、
　前記第１スロット紙及び第２スロット紙との重ね合わせ部の一部が接合されている、モ
ーターステーター。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、モーターステーターに関する。
【背景技術】
【０００２】
　例えば、下記特許文献１に記載されているように、モーターステーターは知られている
。モーターステーターは、ステーターコア、絶縁紙及びコイル（Ｕ相、Ｖ相、Ｗ相にそれ
ぞれ対応したコイル）を備える。ステーターコアは、モーター（ローター）の回転軸方向
に延びる略円筒状部材である。ステーターコアの内周面には、ステーターコアの中心軸線
に平行に延びる溝状の複数のスロットが形成されている。これらのスロットは、ステータ
ーコアの周方向に等間隔に設けられている。
【０００３】
　上記のように構成されたステーターコアの内周部にコイルが装着される。コイルは、例
えば、ステーターコアの中心軸線方向に延びる略長方形状に予め成形されている。コイル
の中心軸線方向がステーターコアの径方向に一致している。ここで、各スロットには、コ
イルとステーターコアとを電気的に絶縁する絶縁部材が設けられている。上記のように成
形されたコイルの両長辺部（コイルを構成する導線の束）が、ステーターコアの周方向に
連続する複数（例えば５個）のスロットのうちの両端のスロットにそれぞれ挿入される。
そして、コイルのうち、ステーターコアから露出している部分にワニスが滴下される。前
記コイルの露出部に滴下されたワニスが、コイルを構成する導線同士の隙間に染み込んで
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コイル全体に行き亘り、コイルの導線同士が固着される。
【０００４】
　ここで、コイルに通電されると、ジュール熱が発生する。コイルの温度が比較的高い状
態が継続されると、例えば、コイルを構成する導線の電気絶縁性が低下する虞がある。そ
のため、コイルを冷却する必要がある。例えば、コイルの熱をモーターステーターコアに
伝導させてコイルを冷却するとよい。コイルと絶縁部材との間及び／又は絶縁部材とステ
ーターコアのスロットの内周面との間に空隙が形成されている場合には、これらの空隙の
熱抵抗が大きく、コイルが冷却され難い。
【０００５】
　下記特許文献１のモーターステーターの絶縁部材には、ワニスの流路としての孔が設け
られている。そのため、コイルに滴下されたワニスが前記孔を通って、絶縁部材とスロッ
トの内周面との間に浸入し易い。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２０１５－１２２８６１号公報
【発明の概要】
【０００７】
　上記のように各スロットは、ステーターコアの中心軸線方向に平行に延設されている。
そして、その内周面が絶縁部材で覆われる。したがって、絶縁部材とスロットの内周面と
の間の空隙は前記中心軸線方向に延在している。モーターステーターのコイルを効率良く
冷却するためには、上記のように比較的広範囲に亘る空隙（絶縁部材とスロットの内周面
との間にて前記中心軸線方向に延在する空隙）の全体にワニスが充填されることが好まし
い。特許文献１の絶縁部材における前記孔の形状及び位置は特定されていない。前記孔の
形状及び位置が適切でない場合には、前記空隙のうち一部の領域にワニスが充填されるこ
となく空隙のまま残存する虞がある。この場合、コイルをあまり効率良く冷却できない。
【０００８】
　本発明の目的は、コイルを効率良く冷却できるモーターステーターを提供することにあ
る。なお、下記本発明の各構成要件の記載においては、本発明の理解を容易にするために
、実施形態の対応箇所の符号を括弧内に記載しているが、本発明の各構成要件は、実施形
態の符号によって示された対応箇所の構成に限定解釈されるべきものではない。
【０００９】
　上記目的を達成するために、本発明の特徴は、モーターの回転軸方向に延びる円筒状の
ステーターコア（１０）であって、その内周面に前記回転軸方向に沿って延設され、コイ
ル（３０）が挿入される溝状のスロット（ＳＬ）を有するステーターコアと、前記スロッ
トの側面（ＳＳ１、ＳＳ２）及び底面（ＳＢ）に沿って延設されて、前記コイルと前記ス
ロットの内周面との間を電気的に絶縁するスロット紙（２１）と、を備えたモーターステ
ーター（１）であって、前記スロット紙は、重ね合わせ部（ＳＰ）を有し、前記重ね合わ
せ部に、ワニスが通過可能な１つ又は複数のスリット（Ｓ，Ｓ１～Ｓ６）が設けられ、前
記１つ又は複数のスリットが設けられた領域が、前記モーターの回転軸方向に延設されて
おり、前記スリットの少なくとも一部分が、前記スロットの溝深さ方向における中央部よ
りも前記底面（ＳＢ）側に位置している、モーターステーターとしたことにある。
【００１０】
　この場合、前記スロット紙は、第１スロット紙（２１１）及び第２スロット紙（２１２
）からなり、前記重ね合わせ部は、前記第１スロット紙の端部と前記第２スロット紙の端
部を重ね合わせた部分に相当し、前記スリットは、前記第１スロット紙の端部と前記第２
スロット紙の端部との隙間に相当するとよい。
【００１１】
　また、この場合、前記第１スロット紙及び第２スロット紙との重ね合わせ部の一部が接
合されているとよい。
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【００１２】
　また、この場合、前記重ね合わせ部は、前記スロット紙の中間部を折りたたんで形成さ
れてもよい。例えば、前記スロット紙の中間部が段折りされて、前記重ね合わせ部か形成
される。
【００１３】
　これによれば、スリットが形成された領域（複数のスリットを囲む領域）がスロットの
長手方向に延設されている。この領域からワニスが流出可能である。したがって、特許文
献１のような孔からワニスを流出させる場合に比べて、ワニスがスロットの長手方向に濡
れ拡がり易く、スロット紙とスロットの内周面との間の空隙の全体にワニスが充填され易
い。これによれば、コイルとステーターコアとの間の熱抵抗を低減でき、コイルを効率良
く冷却できる。
【００１４】
　また、重ね合わせ部（つまり、ワニスの流出口）が、スロットの溝深さ方向における中
央部から見て底面側に配置されている。したがって、スロットの底面部とスロット紙との
間の空隙（距離）が比較的大きい場合であっても、当該空隙にワニスが充填され易い。こ
れにより、スロットの底面部とスロット紙との間の熱抵抗を低減できる。よって、コイル
の熱がステーターコアの外周側へ伝導し易く、コイルを効率良く冷却できる。とくに、ス
テーターコアの外周部に冷却装置（冷却ジャケット、ケースなど）が取り付けられる場合
に、より効率良くコイルを冷却できる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】本発明の一実施形態に係るモーターステーターの斜視図である。
【図２】ステーターコアの斜視図である。
【図３】基板の斜視図である。
【図４】絶縁紙の分解斜視図である。
【図５】スロット紙の製造工程図である。
【図６】スロット紙の取り付け工程を示す斜視図である。
【図７】コイルの取り付け工程を示す斜視図である。
【図８】スロットの断面図である。
【図９】コイルにワニスを含浸する工程を示す斜視図である。
【図１０】コイル温度の測定結果を示すグラフである。
【図１１】第１スロット紙と第２スロット紙との重ね合わせ部にスリットが設けられた例
を示す斜視図である。
【図１２】第１スロット紙と第２スロット紙の重ね合わせ部がスロットの長手方向に対し
て傾斜している例を示す側面図である。
【図１３】本発明の変形例に係り、１枚の用紙から形成されるスロット紙の製造工程図で
ある。
【図１４】本発明の変形例に係り、図１３のスロット紙のスリットの構成を変更した例を
示す製造工程図である。
【図１５】図１３のスロット紙のスリットの位置を変更した例を示す斜視図である。
【図１６】図１４のスロット紙のスリットの位置を変更した例を示す斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　以下、本発明の一実施形態に係るモーターステーター１について説明する。モータース
テーター１は、図１に示すように、ステーターコア１０、複数の絶縁紙２０、及び複数の
コイル３０を備える。
【００１７】
　ステーターコア１０は、図２に示すように、モーターの回転軸方向に延びる筒状部材で
ある。ステーターコア１０は、電磁鋼板から構成された環状の基板１１（図３参照）を積
層して形成されている。基板１１は、電磁鋼板を打ち抜き加工して形成される。基板１１
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は、基部１１ａと複数の突出部１１ｂを有する。基部１１ａは、円環状に形成されている
。各突出部１１ｂは、基部１１ａの内周面から基部１１ａの中心へ向かって延設されてい
る。これらの突出部１１ｂが、基部１１ａの周方向に等間隔に配置されている。突出部１
１ｂの先端部には、凸部Ｐ１１ｂ，Ｐ１１ｂが形成されている。凸部Ｐ１１ｂ，Ｐ１１ｂ

は、突出部１１ｂの幅方向における両端面から、突出部１１ｂの幅方向へそれぞれ突出し
ている。
【００１８】
　上記のように構成された基板１１が積層されて、ステーターコア１０が形成される。ス
テーターコア１０のうち、各基板１１の基部１１ａが積層されて形成された部分をヨーク
Ｙと呼ぶ（図２参照）。また、ステーターコア１０のうち、各基板１１の各突出部１１ｂ
がそれぞれ積層されて形成された部分をティースＴと呼ぶ。また、各基板１１の各凸部Ｐ

１１ｂ，Ｐ１１ｂがそれぞれ積層されて形成された部分をフランジＦ，Ｆと呼ぶ。また、
ステーターコア１０の周方向に隣り合う２つのティースＴの間に形成された溝状の空間を
スロットＳＬと呼ぶ。スロットＳＬの側面部ＳＳ１，ＳＳ２は平面状である(図８参照)。
また、スロットＳＬの底面部ＳＢは半円筒面状である。
【００１９】
　絶縁紙２０は、図４に示すように、ステーターコア１０の中心軸線方向（基板１１の積
層方向）に平行に延設されている。絶縁紙２０は、スロット紙２１及びウェッジ紙２２か
らなる。スロット紙２１は、スロットＳＬの内周面に沿うように延びる溝形部材である。
スロット紙２１は、第１スロット紙２１１及び第２スロット紙２１２からなる。図５に示
すように、第１スロット紙２１１及び第２スロット紙２１２は、ステーターコア１０の中
心軸線方向に延びる長方形の用紙Ｐ１及び用紙Ｐ２をスロットＳＬに沿うように溝状に成
形した部材である。用紙Ｐ１及び用紙Ｐ２の長辺は、ステーターコア１０の全長（中心軸
線方向の寸法）より少し長い。用紙Ｐ１の短辺は、側面部ＳＳ１の幅ＷＳＳ１と底面部Ｓ
Ｂに沿った弧長ＬＢＳとの合計値より少し小さい。用紙Ｐ２の短辺は、側面部ＳＳ２の幅
ＷＳＳ２より少し長い。
【００２０】
　つぎに、スロット紙２１の製造工程について説明する。以下の説明において、用紙Ｐ１
，Ｐ２のうち、スロットＳＬ内の空間（コイル３０が挿入される空間）へ向けられる面を
表面と呼び、用紙Ｐ１，Ｐ２のうち、スロットＳＬの内周面へ向けられる面を裏面と呼ぶ
。まず、図５（Ａ）に示すように、用紙Ｐ１の長辺部（幅方向における一端部）の表面に
、用紙Ｐ２の長辺部（幅方向における一端部）の裏面が重ね合わされる。この重ね合わせ
部ＳＰの幅が、所定の規格（電動機における導電部間の沿面距離）を満たすように設定さ
れる。例えば、重ね合わせ部ＳＰの幅が３ｍｍに設定される。つぎに、図５（Ｂ）に示す
ように、用紙Ｐ１及び用紙Ｐ２の両短辺部が山折りされる。以下、用紙Ｐ１及び用紙Ｐ２
の短辺部であって上記のように折り返されて重なっている部分を折り返し部ＦＲと呼ぶ。
つぎに、図５（Ｃ）に示すように、用紙Ｐ１が、側面部ＳＳ１から底面部ＳＢの一端部（
側面部ＳＳ２側の端部）に亘る部分に沿うように成形され、用紙Ｐ２が、側面部ＳＳ２か
ら底面部ＳＢの一端部（側面部ＳＳ２側の端部）に亘る部分に沿うように成形される。こ
のようにして、スロット紙２１が形成される。なお、スロット紙２１のうち、第１スロッ
ト紙２１１（用紙Ｐ１）と第２スロット紙２１２（用紙Ｐ２）との重ね合わせ部ＳＰにお
ける両者の隙間（図８参照）が、本発明のスリットに相当し、重ね合わせ部ＳＰが本発明
のスリットが形成された領域に相当する。
【００２１】
　ウェッジ紙２２は、溝状に形成されたスロット紙２１の蓋部材である（図４参照）。ウ
ェッジ紙２２は、長方形の用紙Ｐ３から構成され、その幅方向における両端部がスロット
紙２１の開口端部に被せられて、前記開口端部が塞がれる。
【００２２】
　コイル３０は、例えば、略長方形の型（枠部材）の周りに導線が巻き回されて形成され
る（図７参照）。つまり、コイル３０は、ステーターコア１０の中心軸線方向に延びる略
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長方形を呈するように予め成形されている。なお、コイル３０を構成する導線の表面は、
電気絶縁材で被覆されている。コイル３０の長手方向の寸法は、スロット紙２１の長手方
向の寸法と同等である。一方、コイル３０の短辺方向の寸法は、隣接する複数（例えば５
個）のスロットＳＬのうちの両端のスロットＳＬ，ＳＬの距離と同等である。
【００２３】
　モーターステーター１は、次のようにして組み立てられる。まず、図６に示すように、
各スロット紙２１が各スロットＳＬに挿入される。スロット紙２１の長手方向における折
り返し部ＦＲ，ＦＲを除く中間部ＭＰによって、スロットＳＬの内周面（側面部ＳＳ１，
ＳＳ２及び底面部ＳＢ）が電気的に絶縁被覆される。スロット紙２１がスロットＳＬに挿
入された状態では、第１スロット紙２１１と第２スロット紙２１２との重ね合わせ部ＳＰ
は、スロットＳＬの溝深さ方向における中央部よりも底面部ＳＢ側に位置している（図８
参照）。より具体的には、重ね合わせ部ＳＰは、側面部ＳＳ２と底面部ＳＢとの境界部と
、底面部ＳＢの中央部との間に位置している。また、この状態では、スロット紙２１の折
り返し部ＦＲ，ＦＲは、ステーターコア１０の中心軸線方向における両端面から突出して
いる（図７参照）。また、この状態では、スロット紙２１の開口端部がステーターコア１
０の中心部へ向けられている。
【００２４】
　つぎに、図７に示すように、コイル３０の両長辺部が、前記複数（例えば５個）のスロ
ットＳＬのうちの両端のスロットＳＬ，ＳＬ（スロットＳＬ，ＳＬに挿入されたスロット
紙２１，２１）にそれぞれ挿入される。言い換えれば、前記複数（例えば５個）のスロッ
トＳＬのうちの両端のスロットＳＬ，ＳＬの間に位置する部分に、コイル３０を構成する
導線が巻き回される。また、Ｕ相、Ｖ相及びＷ相にそれぞれ対応したコイル３０が、ステ
ーターコア１０の周方向に互いにずれた状態で装着される。つぎに、スロット紙２１の開
口端部に、ウェッジ紙２２が被せられて、前記開口端部が塞がれる（図８参照）。これに
より、絶縁紙２０は筒状を呈し、コイル３０の長辺部が絶縁紙２０に包まれた状態になる
。つぎに、図９に示すように、ステーターコア１０が回転された状態で、コイル３０の短
辺部にワニスが滴下される。滴下されたワニスは、導線同士の間に染み込んでいき、コイ
ル３０の長辺部にワニスが到達する。そして、絶縁紙２０の内部の空隙に、前記長辺部に
到達したワニスが充填される。さらに、前記長辺部に到達したワニスが、第１スロット紙
２１１と第２スロット紙２１２との重ね合わせ部ＳＰの隙間（スリット）を通って、絶縁
紙２０の外部へ流出する。そして、絶縁紙２０とスロットＳＬの内周面との間の空隙に、
絶縁紙２０の外部へ流出したワニスが充填される。最後に、ワニスが硬化処理される。こ
のようにして、モーターステーター１が組み立てられる。
【００２５】
　なお、コイル３０がスロットＳＬ，ＳＬ（スロット紙２１，２１）に挿入される際、各
スロット紙２１の折り返し部ＦＲ，ＦＲが、コイル３０に当接して折れ曲がってしまう虞
がある。そこで、コイル３０がスロットＳＬ，ＳＬに挿入される際、折り返し部ＦＲ，Ｆ
Ｒが治具（カフサ）によって支持されるとよい。
【００２６】
　上記のように、第１スロット紙２１１と第２スロット紙２１２の重ね合わせ部ＳＰがス
ロットＳＬの長手方向に延設されており、この隙間（スリット）を通って、ワニスが絶縁
紙２０内から流出する。したがって、特許文献１のような孔からワニスを流出させる場合
に比べて、ワニスがスロットＳＬの長手方向に濡れ拡がり易く、スロット紙２１とスロッ
トＳＬの内周面との間の空隙の全体にワニスが充填され易い。これによれば、コイル３０
とステーターコア１０との間の熱抵抗を低減でき、コイル３０を効率良く冷却できる。
【００２７】
　ここで、従来のモーターステーター（スロット紙とスロットの内周面との間にワニスが
充填されず空隙が残存しているモーターステーター）及び本実施形態のモーターステータ
ー１のコイル３０に同一の電流を流した際のコイル３０の表面温度の測定結果を図１０に
示す。同図に示すように、モーターステーター１のコイル３０の温度上昇量（同図におい
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て実線で示す特性）が、従来のモーターステーターのコイル３０の温度上昇量（同図にお
いて破線で示す特性）に比べて約２０％程度低減した。つまり、コイル３０とステーター
コア１０との間において熱が伝導し易くなり、コイル３０が効率良く冷却されている。な
お、同図において、コイル単体に通電した場合のコイルの温度の変化特性を一点鎖線で示
している。
【００２８】
　また、本実施形態のスロット紙２１の重ね合わせ部ＳＰ（つまり、ワニスの流出口）が
、スロットＳＬの溝深さ方向における中央部よりも底面部ＳＢ側に配置されている。した
がって、底面部ＳＢとスロット紙２１との間の空隙（距離）が比較的大きい場合であって
も、当該空隙にワニスが充填され易い。これにより、底面部ＳＢとスロット紙２１との間
の熱抵抗を低減できる。よって、コイル３０の熱がステーターコア１０の外周側へ伝導し
易く、コイル３０を効率良く冷却できる。とくに、ステーターコア１０の外周部に冷却装
置（冷却ジャケット、ケースなど）が取り付けられる場合に、より効率良くコイル３０を
冷却できる。
【００２９】
　また、用紙Ｐ１の幅方向における一端部と用紙Ｐ２の幅方向における一端部とが重ねら
れ、それらの長手方向における両端部が折り返されて、第１スロット紙２１１及び第２ス
ロット紙２１２からなるスロット紙２１が形成される。このように、第１スロット紙２１
１の折り返し部ＦＲと第２スロット紙２１２の折り返し部ＦＲとが嵌合している。したが
って、第１スロット紙２１１と第２スロット紙２１２とがそれらの長手方向にずれ難い。
【００３０】
　また、上記のように、重ね合わせ部ＳＰは、側面部ＳＳ２と底面部ＳＢとの境界部と、
底面部ＳＢの中央部との間に位置している。ここで、本実施形態とは逆に、用紙Ｐ１の長
辺部の裏面に、用紙Ｐ２の長辺部の表面が重ね合わされている場合には、コイル３０をス
ロットＳＬ（スロット紙２１）内に挿入する際、導線が重ね合わせ部ＳＰの隙間（スリッ
ト）に入り込んでしまう虞がある。これに対し、本実施形態では、用紙Ｐ１の長辺部の表
面に、用紙Ｐ２の長辺部の裏面が重ね合わされている(図５（Ａ）及び図８参照)。これに
よれば、導線が重ね合わせ部ＳＰの隙間（スリット）に入り込み難い。
【００３１】
　さらに、本発明の実施にあたっては、上記実施形態に限定されるものではなく、本発明
の目的を逸脱しない限りにおいて種々の変更が可能である。
【００３２】
　例えば、図１１に示すように、重ね合わせ部ＳＰの幅を上記実施形態よりも少し大きく
設定しておき、この重ね合わせ部ＳＰを構成する第１スロット紙２１１の端部及び第２ス
ロット紙２１２の端部にそれぞれスリットＳを形成してもよい。図１１の例では、スロッ
トＳＬの長手方向に垂直な方向へそれぞれ延びる複数のスリットＳが第１スロット紙２１
１及び第２スロット紙２１２の端部に並べられている。第１スロット紙２１１のスリット
Ｓの端部と第２スロット紙２１２のスリットＳの端部との距離が前記所定の規格を満たす
ようにスリットＳが配置されている。
【００３３】
　また、上記実施形態の第１スロット紙２１１と第２スロット紙２１２との重ね合わせ部
ＳＰは、スロットＳＬの長手方向に平行に延設されている。これに代えて、図１２に示す
ように、重ね合わせ部ＳＰがスロットＳＬの長手方向に対して少し傾斜していてもよい。
また、重ね合わせ部ＳＰは、直線状である必要は無く、湾曲していても良いし、蛇行して
いてもよい。ただし、これらの場合、重ね合わせ部ＳＰ（すなわち、本発明のスリットが
形成される領域）がスロットＳＬの長手方向に延設されている必要がある。つまり、重ね
合わせ部ＳＰを囲む長方形の領域の長辺がスロットＳＬの長手方向に平行であればよい。
【００３４】
　例えば、上記実施形態の重ね合わせ部ＳＰの一部分を接合（接着）しておいてもよい。
例えば、重ね合わせ部ＳＰの長手方向における複数箇所を接合すると良い。これによれば



(8) JP 2019-126178 A 2019.7.25

10

20

30

40

50

、スロット紙２１をスロットＳＬに挿入する際、第１スロット紙２１１と第２スロット紙
２１２とがずれ難いので、スロット紙２１をスロットＳＬに挿入し易い。
【００３５】
　また、上記実施形態では、２枚の用紙Ｐ１及び用紙Ｐ２から形成されたスロット紙２１
を採用しているが、これに代えて図１３乃至図１６に示すように、１枚の用紙Ｐ３から形
成されたスロット紙２１Ａを採用してもよい。以下の説明において、用紙Ｐ３のうち、ス
ロットＳＬ内の空間（コイル３０が挿入される空間）へ向けられる面を表面と呼び、用紙
Ｐ３のうち、スロットＳＬの内周面へ向けられる面を裏面と呼ぶ。
【００３６】
　スロット紙２１Ａは、重ね合わせ部ＳＰＡを有する。重ね合わせ部ＳＰＡは、スロット
ＳＬの長手方向に延びる長方形の用紙Ｐ３の中間部ＦＡ(図１３（Ａ）参照)を折りたたむ
（段折りする）ことにより形成される。なお、同図は、用紙Ｐ３を表面側から見た状態を
示している。
【００３７】
つぎに、スロット紙２１Ａの製造工程について具体的に説明する。まず、中間部ＦＡ内に
スリット（切り込み）が形成される。図１３の例では、中間部ＦＡのうちの、谷折り線Ｖ
Ｌより左側部分にスリットＳ１が形成され、山折り線ＭＬより右側部分にスリットＳ２が
形成されている。スリットＳ１は、用紙Ｐ３の長手方向に対して少し傾斜した直線を呈す
る。スリットＳ２は、スリットＳ１に平行である。
【００３８】
　この場合、スリットＳ１のうちの左上の端部が中間部ＦＡの左端（重ね合わせ部ＳＰＡ
の左端）に最も近い。当該部位（スリットＳ１の左上の端部）と中間部ＦＡの左端との距
離が前記所定の規格を満たすように設定される。また、スリットＳ２のうちの右下の端部
が中間部ＦＡの右端（重ね合わせ部ＳＰＡの右端）に最も近い。当該部位（スリットＳ２
の右下の端部）と中間部ＦＡの右端との距離が前記所定の規格を満たすように設定される
。なお、スリットＳ１及びスリットＳ２を囲む長方形の領域（図１３（Ａ）において網点
を付した部分）が用紙Ｐ３の長手方向（つまりスロットＳＬの長手方向）に延設されてい
る。
【００３９】
　つぎに、図１３（Ｂ）に示すように、中間部ＦＡが段折りされる。すなわち、用紙Ｐ３
が、図１３（Ａ）に示す谷折り線ＶＬ及び山折り線ＭＬに沿って、谷折り及び山折りされ
る。つぎに、図１３（Ｃ）に示すように、用紙Ｐ３の両短辺部が山折りされる。最後に、
図１３（Ｄ）に示すように、用紙Ｐ３がスロットＳＬの内周面に沿うように湾曲成形され
る。このようにしてスロット紙２１Ａが製造される。なお、スロット紙２１Ａがスロット
ＳＬに挿入された状態で、スリットＳ１及び／又はスリットＳ２の少なくとも一部がスロ
ットＳＬの溝深さ方向における中央部よりも底面部ＳＢ側に位置するように、中間部ＦＡ
の位置及び寸法、並びにスリットＳ１及び／又はスリットＳ２の位置及び寸法が設定され
ている。
【００４０】
　上記のように構成されたスロット紙２１Ａによっても、上記実施形態と同様の効果が得
られる。さらに、上記のように、スロット紙２１Ａは、１枚の用紙Ｐ３から形成されるの
で、上記実施形態に比べて部品点数を削減できる。
【００４１】
　また、スロット紙２１ＡのスリットＳ１及びスリットＳ２の形状は図１３の例に限られ
ない。例えば、図１４（Ａ）に示すように、用紙Ｐ３の短辺に平行に延びる複数のスリッ
トＳ３，Ｓ４を並設してもよい。この場合、スリットＳ３のうちの左端部が中間部ＦＡの
左端（重ね合わせ部ＳＰＡの左端）に最も近い。当該部位（スリットＳ３の左端部）と中
間部ＦＡの左端との距離が前記所定の規格を満たすように設定される。また、スリットＳ
４のうちの右端部が中間部ＦＡの右端（重ね合わせ部ＳＰＡの右端）に最も近い。当該部
位（スリットＳ４の右端部）と中間部ＦＡの右端との距離が前記所定の規格を満たすよう
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に設定される。なお、スリットＳ３及びスリットＳ４を囲む長方形の領域（図１４（Ａ）
において網点を付した部分）が用紙Ｐ３の長手方向（つまりスロットＳＬの長手方向）に
延設されている。このようなスリットＳ３，Ｓ４が形成された用紙Ｐ３が、図１３（Ｂ）
乃至図１３（Ｄ）を用いて説明した手順と同様の手順で成形される（図１４（Ｂ）及び図
１４（Ｄ）参照）。
【００４２】
　また、図１３におけるスリットＳ１及びスリットＳ２のうちのいずれか一方を省略して
もよい。また、図１４におけるスリットＳ３及びスリットＳ４のうちのいずれか一方を省
略してもよい。また、図１３におけるスリットＳ１及びスリットＳ２のいずれか一方又は
両方を省略し、図１５に示すように、谷折り線ＶＬと山折り線ＭＬとの間に位置する部分
にスリットＳ５を形成しても良い。また、図１４におけるスリットＳ３及びスリットＳ４
のうちのいずれか一方又は両方を省略し、図１６に示すように、谷折り線ＶＬと山折り線
ＭＬとの間に位置する部分にスリットＳ６を形成しても良い。なお、図１３において、ス
リットＳ１及びスリットＳ２を省略することなく、スリットＳ５を追加しても良いが、こ
の場合、重ね合わせ部ＳＰＡにおいて、スリットＳ１、スリットＳ２及びスリットＳ５が
重なった場合、又は近接している場合には、導電部間の沿面距離が規格値より小さくなる
虞がある。従って、スリットＳ１からスリットＳ５を通ってスリットＳ２に至る沿面距離
が前記規格値（例えば３ｍｍ）以上になるように、スリットＳ１、スリットＳ２及びスリ
ットＳ５を配置する。また、図１４において、スリットＳ３及びスリットＳ４を省略する
ことなく、スリットＳ６を追加しても良いが、この場合も、重ね合わせ部ＳＰＡにおいて
、スリットＳ３、スリットＳ４及びスリットＳ６が重なった場合、又は近接している場合
には、導電部間の沿面距離が規格値より小さくなる虞がある。従って、スリットＳ３から
スリットＳ６を通ってスリットＳ４に至る沿面距離が前記規格値（例えば３ｍｍ）以上に
なるように、スリットＳ３、スリットＳ４及びスリットＳ６を配置する。
【００４３】
　また、図１３におけるスリットＳ１及びスリットＳ２は、用紙Ｐ３の長手方向に対して
傾斜した直線を呈しているが、スリットＳ１及びスリットＳ２が、用紙Ｐ３の長手方向に
対して平行な直線を呈するようにしてもよい。また、図１５におけるスリットＳ５につい
ても、用紙Ｐ３の長手方向に対して平行な直線を呈するようにしてもよい。また、図１３
におけるスリットＳ１及びスリットＳ２のうちのいずれか一方又は両方を省略し、谷折り
線ＶＬ及び山折船ＭＬのうちのいずれか一方又は両方に、スリットを設けても良い。また
、上記実施形態は、同心巻きされたコイル３０を備えるモーターステーター１に本発明を
適用した例であるが、本発明は、波巻きされたコイル３０を備えるモーターステーター１
にも適用可能である。
【符号の説明】
【００４４】
１・・・モーターステーター、１０・・・ステーターコア、１１・・・基板、１１ａ・・
・基部、１１ｂ・・・突出部、２０・・・絶縁紙、２１，２１Ａ・・・スロット紙、２２
・・・ウェッジ紙、３０・・・コイル、２１１・・・第１スロット紙、２１２・・・第２
スロット紙、ＦＡ・・・中間部、ＦＲ・・・折り返し部、ＭＬ・・・山折り線、Ｐ１，Ｐ
２，Ｐ３・・・用紙、Ｓ，Ｓ１～Ｓ６・・・スリット、ＳＢ・・・底面部、ＳＬ・・・ス
ロット、ＳＰ，ＳＰＡ・・・重ね合わせ部、ＳＳ１，ＳＳ２・・・側面部、Ｔ・・・ティ
ース、ＶＬ・・・谷折り線
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